
○ 入札時における配置予定技術者調書の提出に 

関する取扱要領 

制   定 平成 18 年 5 月 19 日 

  最近改正  令和 2 年 12 月 23 日 

 

第１ 趣旨 

 この要領は、大阪市が発注する工事について、適正な施工の確保を徹底するため、入札者に対

し、所属する主任技術者、監理技術者、特例監理技術者（建設業法第 26 条第３項ただし書の規定

の適用を受ける監理技術者をいう。）又は監理技術者補佐（建設業法第 26 条第３項ただし書に規

定する監理技術者の職務を補佐する者をいう。）（以下「監理技術者等」という。）のうち、当該工

事を受注した場合に配置を予定する者（以下「配置予定技術者」という。）を記載した書類（以下

「配置予定技術者調書」という。）の提出を求め、その確認等を行うための必要な事項を定める。 

 

第２ 対象とする入札 

配置予定技術者調書の提出の対象とする入札は、大阪市が発注する工事の請負に係る一般競争

入札（制限付一般競争入札、総合評価落札方式を含む。以下同じ。）、公募型指名競争入札及び指

名競争入札とする。 

 

第３ 提出を求める配置予定技術者調書 

(1) 提出を求める配置予定技術者調書は、別紙１のとおりとし、次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

ア 工事名称 

イ 入札者名（共同企業体の場合は構成員ごとに提出する。） 

ウ 配置を予定する監理技術者等の氏名、生年月日及び現在配置中工事の有無 

エ 予定従事役職 

オ 法令による資格・免許等（交付番号・監理技術者講習受講日等） 

カ 経営業務の管理責任者の氏名 

キ 営業所における専任の技術者の氏名 

(2) 建設業許可の申請・変更等の届出時に提出している経営業務の管理責任者証明書及び専任 

技術者証明書もしくは専任技術者一覧表の副本の写し、配置予定技術者調書記載の資格・免

許及び雇用関係を証する書類等の写しを配置予定技術者調書に添付させるものとする。 

 (3) 実務経験による主任技術者を配置する場合には、別紙２の主任技術者経歴書を提出させ 

ものとする。 

    主任技術者経歴書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

  ア 入札者名（共同企業体の場合は構成員ごとに提出する。） 

  イ 配置を予定する主任技術者の氏名及び生年月日 

  ウ 所属会社名及び入社年月日 

  エ 建設工事の種類 

  オ 実務経験の該当区分 

  カ 学歴及び学科 

  キ 従事した工事案件ごとに工事名・所属会社・発注者又は注文者・工期・従事した職名 

  

第４ 提出期限 

  配置予定技術者調書の提出期限は次のとおりとする。 

 (1) 一般競争入札及び公募型指名競争入札 

公告文、入札説明書又は公示文の定めによる。 

(2) 指名競争入札 

落札決定日の勤務時間内とする。 



 (3) 上記(1)(2)により難い場合は、別途取り扱うものとする。   

                  

第５ 配置予定技術者調書の確認等 

第３(2)に掲げるもののほか、当該工事の請負代金額（消費税及び地方消費税を含む。）が 3,500 

万円以上（ただし建築一式工事は 7,000 万円以上）の場合は、以下に掲げる事項を確認するため

に必要な資料（以下「確認資料」という。）を、配置予定技術者調書と同時に提出させるものと

する。 

 (1) 専任の確認 

   配置予定技術者の専任について疑義がある場合は、入札者に対して改めて確認する。 

 (2) 直接的かつ恒常的な雇用関係の確認 

常勤の自社社員（在籍出向者、派遣社員は認められない。）であり、かつ３か月以上の恒常

的な雇用関係を有する者であることを証するものの写しを求め、確認することとする。 

   なお、一般競争入札及び公募型指名競争入札に付す場合にあっては入札公告又は公示文に

定める日以前に、指名競争入札に付す場合にあっては入札の執行日以前に３か月以上の恒常

的な雇用関係にあることとする。 

 

第６ 確認資料等の取扱 

第３(2)及び第５の規定により提出された確認資料等は、提出者に無断で他に使用しないものと

する。 

 

第７ 配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者等の同一性 

 契約後に大阪市工事請負契約書第 11条に基づく通知による監理技術者等は、配置予定技術者調

書に記載されている者と同一人であり、かつ当該工事の元請会社に所属する者とする。 

ただし、下請契約の請負代金の額が変更になり、主任技術者から監理技術者又は特例監理技術

者及び監理技術者補佐へ変更しなければならない場合や、以下に掲げる条件に該当し、やむを得

ず変更せざるを得ないと大阪市が認める場合はこの限りではない。なお、この場合は当初予定し

ていた配置予定技術者に係る全ての条件（直接的かつ恒常的な雇用関係については、当該工事の

工期が６月を超える場合に限り、変更の申請日以前に３か月以上の恒常的な雇用関係にあること

をもって条件を満たすものと認める。）を満たし、かつ当初予定していた配置予定技術者と同等以

上の者を配置しなければならないものとする。 

（1）病気等の理由により監理技術者等としての職務の遂行ができないと判断された場合 

 (2) 当該監理技術者等が死亡した場合      

 (3) 当該監理技術者等が退職した場合      

 (4) 当該監理技術者等が真にやむを得ない理由により転勤となる場合      

 (5) 工期が２年以上の長期に渡る工事で１年以上の期間連続して監理技術者等として従事した 

場合 

 (6) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ

工事の現場が移行する場合 

(7) 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が

延長された場合 

 

第８ 落札決定等の無効 

 提出期限を過ぎても配置予定技術者調書の提出がない場合又は大阪市の指示に従わない場合は、

落札決定又は落札候補決定を無効とする。 

  

第９ 配置予定技術者を配置できない場合 

 第７ただし書きを除き、配置予定技術者調書に記載されている者を当該工事に配置することが

できない場合、大阪市は、契約を締結しない又は契約を解除できるものとする。 

 

 



附 則 

この要領は、平成 18 年 6月 1 日から実施する。 

 

附 則 

この要領は、平成 18 年 7月 20 日から実施する。 

 

附 則 

この要領は、平成 18 年 10 月 1日から実施する。 

 

附 則 

1  この要領は、平成 19年 1月 22 日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領別紙の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者

を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しよ

うとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札

の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名する

ものについて、それぞれ適用する。 

 

附 則 

この要領は、平成 19 年 4月 1 日から実施する。 

 

附 則 

この要領は、平成 19 年 4月 10 日から実施する。 

 

附 則 

1  この要領は、平成 21年 7月 1 日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領別紙の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者

を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しよ

うとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札

の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名する

ものについて、それぞれ適用する。 

 

附 則 

1  この要領は、平成 25年 4月 1 日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領別紙の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者

を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しよ

うとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札

の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名する

ものについて、それぞれ適用する。 

 

附 則 

1  この要領は、平成 26年 12 月 1日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募

集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しようと

する者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方

法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するもの

について、それぞれ適用する。 

 

附 則 

1  この要領は、平成 28年 4月 1 日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募



集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しようと

する者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方

法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するもの

について、それぞれ適用する。 

 

附 則 

1  この要領は、平成 28年 6月 1 日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領第５及び別紙の規定は、一般競争入札又は入札に参加しよう

とする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に

参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名

競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を

指名するものについて、それぞれ適用する。 

 

附 則 

1  この要領は、平成 31年 1月 1 日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募

集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しようと

する者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方

法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するもの

について、それぞれ適用する。 

 

附 則 

1  この要領は、令和 3年 4月 1日から実施する。 

2  この要領による改正後の要領の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募

集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加しようと

する者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方

法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するもの

について、それぞれ適用する。



配 置 予 定 技 術 者 調 書 
 

商号又は名称                   

 

工事名称  

 

当該工事に配置予定の技術者は、下表のとおりです。 

ふりがな     生年 

月日 
昭・平  年  月  日 生 技術者氏名    

ふりがな     生年 

月日 
昭・平  年  月  日 生 技術者氏名    

現在配置中工事  無     有  
（当該工事に専任配置の場合は、裏面に定める日ま

でに配置を終えていること） 

兼任する工事名称 
（特例監理技術者を配置する場合） 

  

予定従事役職 法令による資格・免許等（当該工事に求められる資格を記載すること） 

 監理技術者 

 

※監理技術者補佐は専任 

 主任技術者 

上記について 

 専任配置 

該当する項目に☑チェ

ックをしてください。 

監理技術者資格者証 

【交付番号：             】 

監理技術者講習受講日 

平成・令和  年  月  日修了 

国家資格等の名称  

  １・２ 級（  ）施工管理技士 

 １級(        )施工管理技士補 

 

【資格番号：           】 

【資格番号：           】 

 その他

（                             ） 
 

 （  ）年以上の実務経験（建設業法第７条２号（イ・ロ・ハ該当）） 

※実務経験による主任技術者を配置する場合は、別紙２の「主任技術者経歴書」を提出すること 

   

経営業務の管理責任者の氏名（建設業法第７条） 
 

 

営業所における専任の技術者の氏名（建設業法第 15 条） 
 

 

※1  建設業許可の申請・変更等の届出の時に提出している「経営業務の管理責任者証明書（様式第７号）」

及び「専任技術者証明書（様式第８号（1）又は（2））」もしくは「専任技術者一覧表（様式第 1 号別紙

４）」の副本の写しを添付すること。 
 

※2 当該工事に求められる資格及びその登録番号を記載し、これを証するものの写しを添付すること。また、

監理技術者の配置を要する場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証明する

ものを有する者であること。 

(例) ○技術検定合格証明書(写) ○監理技術者資格者証 (写)(表・裏【監理技術者講習修了履歴】) 

 

※3 当該工事の請負代金額（消費税及び地方消費税を含む。）が 3,500 万円以上（建築一式工事 7,000 万

円以上）の場合は、申請日（一般競争入札（制限付一般競争入札を含む。）及び公募型指名競争入札に付

す場合にあっては入札公告又は公示文に定める日。指名競争入札に付す場合にあっては入札の執行日。

以下同じ。）現在で常勤の自社社員であり、かつ３か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であることを

証するものの写しを添付すること。 

(例) 

○標準報酬決定通知書 (写) 
○雇用保険における被保険者証 

(写) 

○市町村発行特別徴収税額通知書 

(写)（特別徴収義務者用） 

○健康保険被保険者証 (写)

（所属会社が判るもの） 

○雇用保険における被保険者通知

書 (写)（事業主通知用） 

○その他公的書類で雇用が確認で

きる書類 (写)＊ 

＊ 当該技術者が後期高齢者医療被保険者の場合においては、大阪府の建設業許可申請時における常勤性確認書類

を参考として、技術者の雇用関係が客観的に証明できる資料により確認を行うものとする。 

※ 裏面の注意事項を必ず御一読ください。 

表 面 

別紙１ 

特例監理技術者 

監理技術者補佐 



配置予定技術者調書提出に関する注意事項 

 

１  余裕期間制度活用工事である場合は、着工日の前日までは、技術者の配置は要しない。（この場合にお

いては、公告本文の入札参加資格の配置予定技術者欄に「契約締結日から着工日の前日までの余裕期間

は、当該技術者の配置を要しない。」と記載する。） 

 

２  特例監理技術者について、監理技術者補佐を専任で置いた場合は兼任できるものとする。ただし、兼

任できる工事現場は、本市発注工事（市内工事に限る。）で２件とする。 

 

３  請負代金額が 3,500 万円以上（建築一式工事は 7,000 万円以上）となる場合は、他工事に従事してい 

 る者、経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、当該工事の専任の技術者として配置できない。 

ただし、専任の技術者であっても、工場製作のみで現場が稼動していない期間は専任を要しないもの

とする。（この場合においては、公告本文の入札参加資格の配置予定技術者欄に「工場製作のみで現場

が稼動していない期間は、当該技術者の専任での配置を要しない。」と記載する。） 

 

４  一般競争入札（制限付一般競争入札を含む。）及び公募型指名競争入札に付す場合にあって、申請日現 

 在（制限付一般競争入札の場合は資格審査資料提出日）で配置予定技術者が特定できない場合は、複数

の候補者で申請しても差し支えないものとする。 

ただし、その場合は、全ての候補者について大阪市の求める条件を満たしていることとし、落札決定

日（次の各号に該当する場合を除く）までに配置する技術者を特定しなければならない。 

(1) 余裕期間制度活用工事である場合は、着工日の前日まで 

(2) 議会の議決を要する工事である場合は、本契約締結日の前日まで 

 

５  専任で配置予定の当該技術者は、落札決定日現在で、他の工事に配置していないこと。（上記３のただ 

 し書き及び次の各号に該当する場合を除く） 

(1) 余裕期間制度活用工事である場合で、上記４の特定日現在で他の工事に従事している場合は、着工日

前日までに他の工事の配置を終えていること（なお、配置予定技術者の申請日時点で着工日前日までに

完了することが明確である工事に限る） 

(2) 議会の議決を要する工事である場合で、上記４の特定日現在で他の工事に従事している場合は、本契

約締結日前日までに他の工事の配置を終えていること（なお、配置予定技術者の申請日時点で本契約締

結日前日までに完了することが明確である工事に限る） 

（3）上記３のただし書きの場合は、現場が稼動する期間の前日までに他の工事の配置を終えること 

 

６  原則として特定した配置技術者の変更は認めない。 

  ただし、下請契約の請負代金の額が変更になり、主任技術者から監理技術者又は特例監理技術者及び監

理技術者補佐へ変更しなければならない場合や、以下に掲げる条件に該当し、やむを得ず変更せざるを

得ないと大阪市が認める場合はこの限りではない。なお、この場合は当初配置技術者に係る全ての条件

（直接的かつ恒常的な雇用関係については、当該工事の工期が６月を超える場合に限り、変更の申請日

以前に３か月以上の恒常的な雇用関係にあることをもって条件を満たすものと認める。）を満たし、かつ

当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

(1) 病気等により監理技術者等としての職務の遂行ができないと判断された場合       

(2) 当該監理技術者等が死亡した場合   

(3) 当該監理技術者等が退職した場合   

(4) 当該監理技術者等が真にやむを得ない理由により転勤となる場合   

 (5) 工期が２年以上の長期に渡る工事で１年以上の期間連続して監理技術者等として従事した場合                           

(6)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が

移行する場合 

(7)  受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された

場合 

 

７  上記６ただし書きを除き、配置予定技術者調書に記載されている者を当該工事に配置することができ 

 ない場合、大阪市は、契約を締結しない又は契約を解除できるものとする。 

裏 面 



実務経験による主任技術者を配置する場合のみ提出すること。                         

 

主任技術者経歴書  

 

商号又は名称                    

   

氏名及び生年月日 所属会社及び入社年月日 
建設工事の種類 

（当該工事に求められる工種）  

  
 

（昭・平  年  月  日 生） （昭・平  年  月  日 入社） 

該当区分  

（該当する欄に○） 

学歴及び学科 

（法第７条第２号イ 該当者（指定学科卒業者）は以下も記入すること） 

 建設業法第７条第２号 イ 実務経験  ３年以上  

 建設業法第７条第２号 イ 実務経験  ５年以上 （昭・平・令   年  月  日 卒業） 

 建設業法第７条第２号 ロ 実務経験 １０年以上  

 建設業法第７条第２号 ハ 実務経験 （  ）年以上  

 

工事名 所属会社 
発注者又は 
注 文 者 名 

工期 従事した職名 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

※１ 過去に所属した会社の実績の場合は所属会社欄に当時の所属会社名も併せて記載すること。 

※２ 最低 1 年につき１件は、従事した工事を記載すること。 

※３ 記載内容について、関係書類等の確認を行う場合があります。 

別紙２ 


